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あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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高原町の新型コロナウイルスワクチン接種状況について 
 高原町の新型コロナウイルスワクチンを接種された人数と接種率について報

告します。データは国のワクチン接種記録システム（VRS）に記録された数値を

用いています。 

集計日：令和４年６月 27日時点 

■１・２回目の接種人数・接種率 

 

■３回目の接種人数・接種率 

※ＶＲＳへの登録のタイミングにより、実際の接種人数と差が生じる場合があり

ます。 

※接種率については、12歳以上の住民基本台帳人口（Ｒ3.1.1時点）に対する割

合です。 

 接種人数 接種率 

総数 

（１２歳以上） 

高齢者 

（６５歳以上） 

総数 

（１２歳以上） 

人口 8,339人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,737人 

１回目接種 ７,６０３人 ３,５２３人 ９１．１７％ ９４．２７％ 

２回目接種 ７,５５９人 ３,５１６人 ９０．６４％ ９４．０８％ 

 接種人数 接種率 

総数 

（１２歳以上） 

高齢者 

（６５歳以上） 

総数 

（１２歳以上） 

人口 8,339人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,737人 

３回目接種 ６,００２人 ３,３２４人 ７１．９８％ ８８．９４％ 

問 ほほえみ館 担当：中村 みどり（なかむら みどり）☎0984-42-4820 

 

新型コロナウイルスワクチン３回目接種対象者に対する 

夜間集団接種の実施について（御案内） 
  高原町では、まだ３回目の追加接種を受けていらっしゃらない方々、特に、 

40 代以下の接種が伸び悩んでいるため、以下の理由により夜間集団接種を実施

いたします。ぜひこの機会に３回目接種を御検討ください。 

◎仕事帰りに立ち寄ることができる接種機会の提供 

◎副反応の症状が懸念される場合の休暇等を考慮 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №100 
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１ 実施日時及び会場 

 ・日程：７月 15日（金）、22日（金）、29日（金） 

     午後６時から午後８時 30分まで（受付は、午後８時まで） 

 ・会場：高原町総合保健福祉センターほほえみ館内（中研修室奥診察室） 

２ 対象者 

 ・高原町在住で３回目追加接種用の接種券をお持ちの満１２歳以上の方 

  ※２回目接種完了から５月以上経過している方のみ対象。 

 ・３日間で延べ３００人程度（１００名／日程度） 

３ 使用するワクチンの種類 

  ファイザー社製ワクチン 

 ※ワクチンの納入状況により変更になる場合があります。 

４ 予約方法 

① 高原町コロナウイルスワクチンコールセンターで予約する。 

  ☎０１２０－60－１０５８（9:00～20:00 土日・祝日含む） 

 ②インターネットで予約する。 

   お手元に届いている３回目追加接種の案内文に記載している QRコード、 

または高原町ホームページ「新型コロナウイルスワクチン関連サイト」 

から予約できます。 

  ※予約の際は、お手元に追加接種用の接種券を御準備ください。 

  ※接種には事前に予約が必要です。 

５ その他 

   他の自治体で２回接種後に転入された方は、接種券発送のための手続きが 

必要ですので、上記コールセンターに御連絡ください。 

問 ほほえみ館 担当：中村 光希（なかむら みつき）☎0984-42-4820 

 

歩いてもらおう！たかはる健幸ポイント事業  
受付期間の延長について 

たかはる健幸ポイント事業の受付期間を下記のとおり延長します。 

みなさんの健康づくりを応援する事業です。 

 

参加料無料ですので、たのしく歩いて商品券をゲットしましょう！ 

 

● 受付期限 令和４年７月２９日(金)まで 

● 対象者  ２０歳以上の町民または町内在勤者 

● 受付場所 役   場 町民福祉課保険係・総合政策課地域政策係 

       中央公民館 教育総務課社会教育係 

ほほえみ館 健康づくり推進係・介護保険係・高齢者あんしん係 

  ※ただし、特典２－２（歩行能力、 ＢＭＩの測定）を希望される方は、 

ほほえみ館で申込みをお願いします。 

   

※実施期間（７月１日～１２月３１日）については変更ありませんので、歩
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数ポイントの獲得に向けて、なるべく早めの申込みをお願いいたします。 

 

※くわしい情報は、ホームページを御確認いただくか下記までお問い合わせく

ださい。 

問 総合政策課 担当：寺師 淳一郎（てらし じゅんいちろう）☎0984-42-2115 

 

「町長と語ろう会」の開催について 

●実 施 内 容： 町の重要課題について、町長と町民が語りあう「町長と語ろう

会」を実施します。 

７月から８月にかけて、行政区ごとに順次開催していきます。 

●日程・場所：７月の開催日程は下記のとおりです。 

●開 催 時 間：午後７時００分～午後８時３０分 

●テ  ー  マ：町の重要課題 

（１）公共施設整備（学校、庁舎など）について 

（２）町立病院について 

（３）地域商社について  など 

●そ の 他：① 御来場の際は、感染防止対策（マスク着用、消毒、検温など）

に御協力ください。 

② 新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、延期とな

る場合があります。 

月・日・曜日 地 区 名 場        所 

７ 

 

12 火 並木区 並木公民館 

13 水 上麓区 ほほえみ館（中研修室） 

14 木 下麓区 ほほえみ館（中研修室） 

19 火 出口区 出口農業構造改善センタ－ 

20 水 蒲牟田区 蒲牟田活性化センタ－ 

21 木 花堂区 花堂むらおこしセンタ－ 

26 火 小塚区 小塚公民館 

27 水 常盤台区 常盤台公民館 

28 木 鹿児山区 鹿児山農業構造改善センター 

※ 来場予約は不要です。 
※ できる限りお住まいの地区の開催日に御来場ください。 

また、８月に町内全地区を対象とした「町長と語ろう会」
を実施しますので、そちらにも御来場いただけます。 

問 総合政策課 担当：今塩屋 博子（いましおや ひろこ）☎0984-42-2115 

 

ＷＣＳ用稲で「いもち病」が発生しています！ 
 ＷＣＳ用稲「ミナミユタカ」については、令和４年度の県内の早期水稲で「い

もち病」の発生が確認されました。今後、各地域への急速な拡大や主食用米等へ
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の感染が懸念されますのでこれまで以上に防除の徹底をお願いします。 

 

★移植時の防除では、いもち病に登録のある箱施薬 

の施用を徹底し、いもち病の発生を抑えましょう。 

 

★生育中もほ場をよく確認し、いもち病の発生が見ら 

れる場合は、本田防除を実施しましょう。 

 

★直播栽培は箱施薬が施用できないので、いもち病が 

発生しやすくなります。 

 

★「適切な生産の徹底等」がされていない場合は、水 

田活用直接支払交付金（８万円）が交付されません 

ので、適切な管理をしましょう。           葉いもちの病斑 

 

問 農畜産振興課 担当：原重 雄大（はらしげ ゆうだい）☎0984-42-5132 

 

園芸関係補助事業について 

 高原町単独事業で園芸関係者の補助事業を下記のとおり実施いたします。 

●きばる高原町の園芸農家情熱的活力支援事業   

事業名 補助対象経費 補助率 補助対象者 

園芸作物基

盤強化支援

事業 

園芸に関する機械導

入費やハウス施設整

備に係る経費（部会

等地域で取り組む場

合に限り、生産向上

を目的とする資材の

導入も対象） 

１／３以内 

（上限 500,000円） 

認定農業者、新規就

農者、農業後継者、

農業法人、営農集団

及び任意団体（ＪＡ

の部会等）、今後経

営改善計画の認定

を受ける意思があ

る者 

園芸用ハウ

ス新設移設

支援事業 

園芸用ハウスの新

設、移設に係る経費 

１／３以内 

（上限 500,000円） 
畑かん受益地での

ハウス新設又は、畑

かん受益地へのハ

ウス移設を行う園

芸作物生産者 

スマート農

業技術導入

促進事業 

園芸に関するスマー

ト農業機械の導入

費、スマート農業施

設の整備に係る経費 

１／３以内 

（上限 500,000円） 

認定農業者、認定新

規就農者、新規就農

者、農業後継者、農

業法人、営農集団及

び任意団体（JAの部

会等） 
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施設園芸省

エネルギー

化促進事業 

①新たに２重・３重

被覆を設置する際の

整備に係る経費 

②ハウス内張り資材

（省エネルギー資

材）の導入に係る経

費 

③被覆資材の更新に

係る経費 

①１/２以内 

②③１/３以内 

 

（上限 450,000円） 
高原町内施設園芸

農家 

●受付期間 令和４年７月１日～令和４年８月３１日（土日祝除く） 

 ８：３０～１７：００ 

●受付場所 高原町役場 農畜産振興課 

●必要書類 印鑑、見積書、カタログ、高原町税完納証明書 

●注意事項 令和５年３月までに導入が見込まれるものに限ります。 

           既に購入している機械等は補助対象にはなりません。 

※御不明な点等ございましたら、下記連絡先にお問い合わせください。 

問 農畜産振興課 担当：石崎 宙也（いしざき ひろや）☎0984-42-5132 

 

農業用廃プラスチックの適正処理について 

○飼料用ラップの回収について 

 飼料用ラップの持込方法について、次の点に注意して持込をお願いします。 

 ・飼料用ラップのネットを混入しての持込はできません。 

 ・色付きラップと白のラップは、色ごとに分けての持込でないと回収できませ

ん。 

 

 高原町では月に２回、農業用廃プラスチックの回収を行っております。 

 上半期の集積日は以下のとおりです。 

 処理費用 

 農業用ビニール関係    11円/㎏ 

 農業用ポリフィルム関係  33円/㎏ 

上半期 ７月 ８月 ９月 時間 

ＪＡこばやし 

出口集荷場 

６日 10日 ７日 8：30～12：00 

 20日 24日 21日 

 ※ご不明な点は下記連絡先までお問い合わせください。 

 

問 農畜産振興課 担当：石崎 宙也（いしざき ひろや）☎0984-42-5132 
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７月祝日のごみ収集について 
●収集日・収集地区 

収集日 種類 収集地区 

７月 18日（月） 

海の日 

燃やせるごみ 並木区、花堂区、西広原区、上広原区、下広原

区、常盤台区、蒲牟田区、南狭野区、北狭野区、

小塚区、中平区、湯之元区、祓川区 

 

●その他 

 収集日当日は、午前８時 30分までにごみ集積所へ排出してください。 

 適切なごみ分別の御協力をお願いいたします。 

 

問 町民福祉課 担当：竹田 善彦（たけだ よしひこ）☎0984-42-1067   

 

高原町メールサービスの登録の御案内 
スマートフォン又はパソコンから下記メールアドレスに空メールを送信する

と、仮登録確認メールが届き、受信したメールに、本登録用ＵＲＬが記載されて

いますのでそちらをクリックして、本登録ページに接続して、案内に従って登録

してください。バーコード読み取り機能を使用する場合は、ＱＲコードを読み取

ってください。 

災害に係る情報、感染症など防疫に係る情報、交通・防犯、特殊詐欺、不審者

情報などの発生状況、年末年始のごみ出しなど生活に係る情報等を登録者に対し

配信しています。 

 

(スマートフォンの方)                  (ＱＲコード) 

 https://plus.sugumail.com/usr/takaharu/ 

 （フィーチャーフォン（ガラケー）の方） 

 https://m.sugumail.com/m/takaharu/ 

 

【サービスに関するお問い合わせ】           

高原町役場総務課 危機管理係 ☎０９８４－42－２１１２ 

 

https://m.sugumail.com/m/takaharu/















































